美浜町創業等にぎわい創出支援事業補助金交付要綱

（趣旨）
第１条　この要綱は、地域社会及び経済の活性化並びににぎわい創出の一助となる地域に根差した事業者を育成するため、町内創業又は町内への事業移転を行う個人又は企業を対象に、初期費用に充当する融資資金の円滑な償還を支援することで、創業後の安定した経営の継続を図るため、予算の範囲内において美浜町創業等にぎわい創出支援事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、美浜町補助金等交付規則（昭和５５年美浜町規則第９号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
（定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。
(1) 中小企業者　中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条に規定する中小企業者をいう。
(2) みなし大企業　次に掲げるものをいう。
ア　発行済株式の総数又は出資価額の総額の２分の１以上を同一の大企業（中小企業基本法第２条に規定する基準を超える企業をいう。以下同じ。）が所有している中小企業者
イ　発行済株式の総数又は出資価額の総額の３分の２以上を大企業が所有している中小企業者
ウ　大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めている中小企業者
(3) 創業　新たに個人事業の開業をすること又は会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第１号に規定する会社をいう。以下同じ。）の設立を行い、代表者となることをいう。
(4) 事業移転　他の市区町村で既に事業を営んでいる事業者が、その主たる事業拠点を初めて町内に移し、引き続き事業を行うことをいう。ただし、既存事業者の支店、営業所等の新設を除く。
(5) 事業承継　会社においては先代経営者が代表取締役を退任し、後継者が代表取締役 に就任することなどを、個人においては商号（屋号）や経営資源を承継すること（現代表による廃業届の提出及び後継者による開業届の提出の両方が行われることなど）をいう。
（補助対象者等）
第３条　補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 補助金の交付の申請を行う年度から２年以内に、次に掲げるいずれかに該当する見込みがあること。
ア　町内において、個人開業（事業承継による開業を除く。）又は会社の設立（事業承継を含めた法人成り又は法人から個人事業への変更による開業を除く。）を行った個人事業者又は中小企業者（みなし大企業を除く。以下この号において同じ。）であり、操業を開始すること。
イ　事業移転を行った個人事業者又は中小企業者であり、操業を開始すること。
(2) 事業を行うために必要な許認可、届出又は免許を取得していること。
(3) 金融機関及びわかさ東商工会による審査において、事業の実現性が高く、持続可能な運営体制である証明を受けていること。
(4) 事業計画に基づき、補助金の事業完了後も継続して事業を営む意思があること。
(5) 補助金の交付申請時点において、次のいずれかに該当すること。
ア　個人事業者にあっては、町の住民基本台帳に記録されていること。
イ　中小企業者にあっては、町内に主たる事業所又は事務所を有すること。
(6) わかさ東商工会に加入していること。
(7) 申請事業に係る補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）について、他の補助事業による補助を受けていないこと。
(8) 町税等の滞納がないこと。
(9) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業に該当しない事業及び公の秩序又は善良の風俗に反しない事業を営む者であること。
２　前項の規定にかかわらず、美浜町暴力団排除条例（平成２４年美浜町条例第１２号）に定める暴力団、暴力団員及び暴力団関係者に該当する者は、補助金の交付対象としない 。
（補助対象経費）
第４条　補助対象経費は、別表に定める経費の支払に充てることを目的として、福井県内に営業所を有する金融機関（日本政策金融公庫を含む。）から融資を受けた資金（返済期間が５年以上のものをいう。以下「融資資金」という。）に係る元金償還額とする 。
２　別表に定める経費に係る消費税及び地方消費税額は、補助対象経費から除く。
（補助金の額）
第５条　補助金の額は、補助対象経費の２分の１以内とし、３００万円を限度額とする。ただし、創業又は事業移転を行う事業内容が、小売業又は飲食業である場合は、５００万円を限度額とする。
２　前項の場合において、補助金の額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
（事業計画書の提出）
第６条　補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」という。）は、事業計画申請書（様式第１号。以下「計画書」という。）に、町長が必要と認める書類を添えて町長に申請しなければならない。
２　計画書の提出期間は、毎年４月１日から同年９月３０日までとする。ただし、町長が認める場合においては、提出期間を別に定めることができる。
（計画の承認等）
第７条　町長は、前条の規定により計画書の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、計画を承認すべきと認めたときは、事業承認通知書（様式第２号）に、第５条各項の規定に基づき算定した補助金の交付申請が可能な総額（以下「補助金総額」という。）を記載し、申請者に通知するものとする。
２　町長は、前項の審査の結果、適当でないと認めたときは、事業不承認通知書（様式第３号）により申請者に通知するものとする。
（承認の条件）
第８条　町長は、事業計画の承認をする場合において、補助事業の適正な遂行を図るため必要があるときは、申請者に対して次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 前条第１項の規定による通知を受けた後に、当該通知の基となった事業計画の内容を変更しようとするときは、あらかじめ事業計画変更承認申請書（様式第４号）を提出し、町長の承認を受けること。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合は、事業中止（廃止）申請書（様式第５号）を提出し、町長の承認を受けること。
（交付の申請等）
第９条　前条の規定により計画の承認を受けた申請者は、補助金交付申請書（様式第６号）に、町長が必要と認める書類を添えて町長に申請しなければならない。
２　補助金交付申請書の申請受付期間は、補助金の交付申請を行う年度の４月１日から翌年の２月末までとする。
３　補助金の申請額は、次に掲げる額とする。
(1) 次号に規定する最終年度を除き、融資資金に係る当該年度の元金償還額に２分の１を乗じた額。ただし、当該２分の１を乗じた額に１，０００円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り捨てた額とする。
(2) 融資資金の最終返済日を含む年度（以下「最終年度」という。）については、第７条第１項の規定に基づき通知された補助金総額から、既に交付決定を受けた補助金（以下「交付決定済額」という。）の合計額を除いた額
４　前項の規定にかかわらず、当該年度の申請額及び交付決定済額の合計が、前条の規定により承認された事業計画に係る融資を受けた日から翌年度の補助申請の日までにおいて、支払済みである別表に定める経費（以下「支払済経費」という。）の２分の１の額を超える場合は、支払済経費の２分の１の額から交付決定済額を除いた金額を当該年度の申請の限度額とする。
（交付申請の制限）
第１０条　この要綱の規定による補助金の交付は、同一個人又は同一企業に対し１回限りとする。ただし、前条第３項各号に規定する申請額に係る申請を除く。
２　町が規定するその他の創業又は事業移転に係る補助金の交付を受けた者は、補助対象経費が異なる場合であっても、この要綱に規定する補助金を申請することができない。
（交付の決定）
第１１条　町長は、第９条の規定により補助金の交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、規則第７条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
２　町長は、前項の規定による審査の結果、補助金を交付すべきでないと認めたときは、補助金不交付通知書（様式第７号）により申請者に通知するものとする。
（交付の条件）
第１２条　町長は、補助金の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、補助金の交付決定の通知を受けた申請者（以下「補助事業対象者」という。）に対して次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 前条第１項の規定による通知を受けた後に、当該通知の基となった交付申請の内容を変更しようとするときは、あらかじめ補助事業計画変更承認申請書（様式第８号）を提出し、町長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、規則第９条に規定する補助事業等中止（廃止）承認申請書を提出し、町長の承認を受けること。
（補助事業の遂行）
第１３条　補助事業対象者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、補助金を他の用途へ使用してはならない。
（実績報告）
第１４条　補助事業対象者は、当該補助事業が完了したときは、速やかに事業完了実績報告書（様式第９号）に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
（補助金の額の確定及び請求）
第１５条　町長は、前条の規定により実績報告書の提出を受けたときは、その内容について審査を行い、当該報告に係る事業の効果が補助事業の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、規則第１３条に規定する補助金等交付額確定通知書により、補助事業対象者に通知するものとする。
２　補助事業対象者は、前項の規定により通知を受けたときは、速やかに規則第１５条第１項に規定する補助金等交付請求書を町長に提出しなければならない。
（交付決定の取消し等）
第１６条　町長は、補助事業対象者が規則第１６条第１項各号又は次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。この場合において、その旨を補助金交付決定取消通知書（様式第１０号）により、交付決定者に通知するものとする。
(1) 虚偽の申請その他の不正行為により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 第８条第２号に規定する補助事業の中止又は廃止の申請があったとき。
(3) この要綱又はその他法令に違反したとき。
(4) 不作為等により補助事業を計画どおりに進捗していないと認められるとき。
２　町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消す場合において、既に（過年度含む。）補助金が交付されているときは、期限を定めて交付した補助金の全額又は一部の返還を命ずるものとする。ただし、同項第２号に該当するもののうち、災害により操業ができなくなった場合等やむを得ないと認められる場合を除く。
（財産の管理）
第１７条　補助事業対象者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、善良な管理者の注意をもって適切に管理しなければならない。
（立入検査等）
第１８条　町長は、補助金交付事業の適正を期すため、必要に応じて、補助事業対象者に対して報告させ、又は町長が指定する者に、補助事業対象者の事務所等に立ち入らせ、関係帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができるものとする。
（補助金の経理及び報告）
第１９条　補助事業対象者は、補助金に係る経理について収支を明確にした証拠の書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存しなければならない。
２　補助事業対象者は、補助事業の完了した日から、その日の属する会計年度の翌年度の３月１５日までの間に、事業成果報告書（様式第１１号）を町長に提出しなければならない。
３　補助事業対象者が、最終年度の補助金交付以降に廃業を行う場合、町長は、廃業に至った経緯等の報告を求めることができる。
（その他）
第２０条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附　則
（施行期日）
１　この要綱は、公表の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。
（経過措置）
２　令和７年度における第６条第２項の適用については、同項中「毎年４月１日から同年９月３０日までとする。」とあるのは、「毎年４月１日から同年１２月２６日までとする。」とする。
別表（第４条関係）
	区分
	定義・補助対象経費
	経費の具体例

	事業拠点開設
	創業又は事業移転のために不可欠な初期投資費用
	創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費、事務所等新築費、店舗等借入費、事務所等改装費、事業開始に必要な機械器具等の購入・改良・借用・修繕に要する経費、その他必要と認められる経費

	商品開発事業
	新商品・新サービスの開発、試作及び市場調査に要する経費
	専門家謝金、資材購入費、外注加工費、試作用機械器具等購入費、機械改造費、借損料、会場借料、会場整備費、サンプル作成費、雑役務費、通訳・翻訳料、委託費、産業財産権等取得費、資料購入費、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費、その他必要と認められる経費

	販路開拓事業
	商品の広報宣伝及び市場への展開に要する経費
	専門家謝金、販路開拓用機械器具等購入費、会場借料、会場整備費、サンプル作成費、借損料、雑役務費、通訳・翻訳料、委託費、資料購入費、広告宣伝費、ホームページ作成費、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費、その他必要と認められる経費


備考
　補助対象にならない経費
　　ア　水道光熱費、維持管理費、旅費、飲食費、接待費、交際費、遊興又は娯楽に要する費用
　　イ　販売する商品の原材料費など直接売上げや利益につながる費用
　　ウ　公租公課、団体等の会費、加盟料、口座振替や書類発行等事務手続に係る手数料
　　エ　事務所や店舗等となる施設以外の不動産の購入費、事務所や店舗等に係る保証料、敷金
　　オ　役員報酬、社員給与等人件費
　　カ　融資資金に係る金利
　　キ　その他公的資金の使途として社会通念上、不適切と判断する経費
[bookmark: last]　　　　（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条の規定により定める営業内容等）
